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１－１．EDINETの概要

Electronic Disclosure for Investors’ NETwork

•金融商品取引法に基づくディスクロージャーを行う電
子開示システム

–有価証券報告書、有価証券届出書、大量保有報告書等の
開示に使用される。

•2001年6月より稼動開始

•有価証券報告書等の提出者数：

–上場会社等 約 5,000社

–ファンド等 約 3,000本
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- 旧EDINETの課題

• 情報を再利用が可能な形式で提供する機能はなく、投資家
、アナリスト等は情報を分析等で使用するためには転記・再
入力が必要

旧EDINET

HTML HTML

閲覧 分析

データ形式はHTML

再入力再入力

１－２．新EDINETプロジェクト
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XBRLXBRL

• 投資家、アナリスト等が、インターネット経由で財務諸表の数値を入手し

（ダウンロード）、任意の形式に加工し、分析できるデータ様式を導入

HTML（閲覧）HTML（閲覧）

XBRL（分析）XBRL（分析）

項目・様式
の標準化

項目・様式
の標準化

XBRLの採用１－２．新EDINETプロジェクト

【参考イメージ】



77

2007年1月-2月

2007年7月-8月

2008年2月

2008年3月17日

EDINETタクソノミ（最終版）の公開

新システム稼動・関連内閣府令等改正

- 2008年度第1四半期報告書より財務諸表の
XBRL形式による提出開始

第１次パイロット・プログラム

第２次パイロット･プログラム

タクソノミのテスト （オフライン）

約50社の参加

新システム・タクソノミのテスト （オンライン）

約1,200社の参加

2006年8月 新システム・EDINETタクソノミの開発開始

http://www.fsa.go.jp/singi/edinet/20080208.html

- スケジュール

１－２．新EDINETプロジェクト

http://www.fsa.go.jp/singi/edinet/20080208.html
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１－３．XBRL導入の概要

• XBRLの対象範囲

• XBRLの対象者

財務諸表本体

– 有価証券届出書

– 半期報告書

– 四半期報告書

– 有価証券報告書 の

- B/S、P/L、S/S、C/F
- 連結及び個別
- 注記は除く

– 原則として、全ての提出者に義務付け

外国会計基準に従って作成された財務諸表を除く
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１－４．開示書類とデータ形式の全体像

【表紙】
【提出書類】
有価証券報告書

第一部【企業情報】
第1【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
・・・・

第2【事業の状況】
・・・・
７【財政状態及び経営成績の分析】

第3【設備の状況】
第4【提出会社の概況】
第5【経理の状況】

1.【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
・・・・

【注記事項】

・・・・
⑤【連結附属明細表】
・・・・

2.【財務諸表等】
(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】
・・・・

【注記事項】

・・・・
④【附属明細表】
・・・・

(2)【主な資産及び負債の内容】
(3)【その他】

・・・・

財 務 諸 表 本体

財務諸表 以外

財務諸表 以外
（表紙）

財務諸表 以外

注記部分はHTMLにて作成

財 務 諸 表 本体

財務諸表 以外

注記部分はHTMLにて作成

１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成19年03月31日） （平成20年03月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 XXX XXX
受取手形及び売掛金 XXX XXX

貸倒引当金 XXX XXX
受取手形及び売掛金（純額） XXX XXX

リース債権及びリース投資資産 XXX XXX
貸倒引当金 XXX XXX
リース債権及びリース投資資産 XXX XXX

有価証券 XXX XXX
たな卸資産 XXX XXX
繰延税金資産 XXX XXX
その他 XXX XXX
流動資産合計 XXX XXX

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 XXX XXX
減価償却累計額 XXX XXX
建物及び構築物（純額） XXX XXX

機械装置及び運搬具 XXX XXX
減価償却累計額 XXX XXX
機械装置及び運搬具（純額） XXX XXX

土地 XXX XXX

（単位：百万円）
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• タクソノミとは、XBRL形式で作成する財務諸表の電子的フォーマット

• 報告項目が設定されており、また各項目に意味づけするための多種の
情報が定義されている。

ID 日本語
表示名

英語
表示名

表示
位置

加減算
関係

根拠
条文

貸借
区分

期間/時
点区分

親子
関係

その他

流動資産

現金及び預金

売掛金

その他流動資産

固定資産

有形固定資産

土地

無形固定資産

その他の投資
jpfr-t-cte_CashAndDepositsjpfr-t-cte_CashAndDeposits 流動資産合計に加算流動資産合計に加算

時点時点

Cash and depositsCash and deposits

現金及び預金現金及び預金

借方借方

流動資産の内訳科目流動資産の内訳科目

内閣府 財務諸表等規則
2007年9月30日施行

内閣府 財務諸表等規則
2007年9月30日施行

流動資産の内訳の1番目に表示流動資産の内訳の1番目に表示

１－５．タクソノミの概要
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１－６．XBRL導入後のフロー
１【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成19年03月31日） （平成20年03月31日）
資産の部

流動資産

現金及び預金 XXX XXX
受取手形及び売掛金 XXX XXX
貸倒引当金 XXX XXX
受取手形及び売掛金（純額） XXX XXX

リース債権及びリース投資資産 XXX XXX
貸倒引当金 XXX XXX
リース債権及びリース投資資産 XXX XXX

有価証券 XXX XXX
たな卸資産 XXX XXX
繰延税金資産 XXX XXX
その他 XXX XXX
流動資産合計 XXX XXX

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 XXX XXX
減価償却累計額 XXX XXX
建物及び構築物（純額） XXX XXX

機械装置及び運搬具 XXX XXX
減価償却累計額 XXX XXX
機械装置及び運搬具（純額） XXX XXX

土地 XXX XXX

（単位：百万円）

XBRLXBRL
XBRLXBRL

財務諸表
以外

財務諸表
以外

財務諸表以外財務諸表以外財務諸表財務諸表

EDINET
タクソノミ

EDINET
タクソノミ

有価証券報告書等全体有価証券報告書等全体

会計データ
会計データ

②有価証券報告書等の作成
・財務諸表・・・XBRL形式
・財務諸表以外・・・HTML形式

④XBRLデータ・
ダウンロード

①EDINETタクソノミ
入手

③書類提出

④画面による閲覧

財務諸表財務諸表
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１－７．XBRLの提出・利用状況

• XBRLデータの提出数（2009年1月末現在）
– 約3,500社の6,000書類が提出済み

（主として3月決算会社の四半期報告書（第1四半期・第2四半期）及

び半期報告書）

• EDINETの利用数（2009年1月末現在）

2008年10月 11月 12月 2009年1月

2,632
千アクセス/ 月

29
千回/ 月

67
千回/ 月

閲覧 (HTML/PDF) 2,621
千アクセス/ 月

2,378
千アクセス/ 月

3,867
千アクセス/ 月

ダウンロード (XBRL)
72

千回/ 月

54
千回/ 月

書類別ダウンロード
（書類検索結果より書類単位で
XBRLをダウンロード）

149
千回/ 月

58
千回/ 月

一括ダウンロード
（提出日別のXBRLを一括ダウンロ
ード（最近提出書類のみ可能） ）

42
千回/ 月

155
千回/ 月

※平日0:00-18:00の利用数を集計。2009年1月中旬からは土日祝日を含む24時間の利用数を集計。

※10月の書類別ダウンロードのうち120千回については、1日で特定ツールによりダウンロードされたもの



○見えるXBRL

EDINETやTDnetに提出されたXBRLデータを活用して企業業績を見える化して企業価

値を効率的に評価するための情報を提供。

１－８．情報利用者における活用例①

gotospace, 『見えるXBRL』より引用
http://disc.g2s.biz/

http://disc.g2s.biz/


gotospace, 『見えるXBRL』より引用
http://disc.g2s.biz/

http://disc.g2s.biz/
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EDINETEDINETののXBRLXBRL化のインパクト化のインパクト

とその他の導入例とその他の導入例
２．
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２－１．XBRLのインパクト ①

「見る情報」から「使う情報」へ

– 開示情報の高度な利用
• 分析等の利用が飛躍的に拡大

– 開示情報の標準化
• 比較可能性の重要性が増大

– 開示情報の流通の効率化

• 情報利用者の拡大

•1,500兆円の個人資産の最適な運用の実現

•我が国の金融・資本市場の国際競争力の強化

•1,500兆円の個人資産の最適な運用の実現

•我が国の金融・資本市場の国際競争力の強化
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２－１．XBRLのインパクト ①

規制当局：

– 監督機能の強化、効率化

規制当局：

– 監督機能の強化、効率化

投資家：

– 分析作業等を効率化、有効化

投資家：

– 分析作業等を効率化、有効化

企業：

– 企業価値の市場へのダイナミックな

反映、経営戦略の革新

–財務管理、在庫管理、資産管理など
社内マネジメントの効率化、適正化

– 内部統制管理の効率化

–ITを活用した企業経営の抜本的改革

の牽引力に

企業：

– 企業価値の市場へのダイナミックな

反映、経営戦略の革新

–財務管理、在庫管理、資産管理など
社内マネジメントの効率化、適正化

– 内部統制管理の効率化

–ITを活用した企業経営の抜本的改革

の牽引力に
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金融庁
（EDINET）

情
報
ベ
ン
ダ
ー

取引所
（TDnet）

監督当局

金融機関

国税庁
（e-Tax）

投資家・アナリスト

グループ企業

経営者

会
計
シ
ス
テ
ム

取引情報 外部報告情報

業
務
シ
ス
テ
ム

取
引
先

企業

企業内情報

内部統制管理

２－２．XBRLの活用
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16th XBRL International Conference
「XBRL application to Internal Controls」 Yuji Furusho
より引用翻訳

財務諸表総勘定元帳仕訳データ

（P/L）売上高
（B/S）売掛金
（B/S）たな卸資産

内部統制
試算表（事業拠点別）

（P/L）売上高
（B/S）売掛金
（B/S）たな卸資産

集約

事業拠点×業務プロセス
関連する勘定科目
（n）リスク
（n）統制

勘定科目-業務プロセス

マッピング

事業拠点定義

２－３．企業における活用例
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16th XBRL International Conference
「XBRL application to Internal Controls」 Yuji Furusho
より引用

２－３．企業における活用例
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データ連携ハブデータ連携ハブ

管理会計システ
ム

管理会計システ
ム 経理システム経理システム連結会計システ

ム

連結会計システ
ム

サブシステムサブシステム 販売管理システム販売管理システムサブシステムサブシステムサブシステムサブシステム

グループ企業
・国内： 100社
・海外： 60社

グループ企業
・国内： 100社
・海外： 60社 ・・・

自動仕訳システム自動仕訳システム

Business
Activity

Recorder

Business
Activity

Recorder

サービスバスサービスバス

XBRL GLXBRL GL

本社

In the future

移行

17th XBRL International Conference
「XBRL-GL Implementation at Fujitsu」 Toshimitsu Suzuki 
より引用翻訳

２－３．企業における活用例
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– 非財務情報に関する国際的動向

• WICI（World Intellectual Capital/Assets Initiative Network）
• EBRC（Enhanced Business Reporting Consortium）

• SEC等

– 業種ごとに標準化されたKPI（Key Performance Indicator）をXBRL
で開示することの検討

⇒企業経営の合理化・効率化へ

⇒投資家に有用な情報の提供

The SEC should encourage private sector initiatives targeted at 
best practice development of company use of key performance 
indicators (KPIs) in their business reports.

The SEC should encourage private sector initiatives targeted at 
best practice development of company use of key performance 
indicators (KPIs) in their business reports.

＜SEC 財務報告改善諮問委員会 最終報告(2008年8月1日)からの抜粋＞

２－４．企業価値の適正な形成と評価に向けての非財務情報の活用
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２－５．日本におけるXBRLの導入状況

– 2003年より決算短信に試験的にXBRLを導入

– 2008年7月より適時開示制度における決算情報（決算短信等）に
XBRLを導入

– 2009年1月より財務諸表本体にXBRLを導入

– 2004年、法人税の電子申告において、申告書に添付する財務諸
表にXBRLを導入

– 2006年より金融機関からの月次財務報告にXBRLを導入

◆東京証券取引所

◆国税庁

◆日本銀行



2424

• 融資審査等への活用

財務諸表財務諸表

企業

国税庁
（e-Tax）

金融機関

申告書申告書税理士

２－６．金融機関における活用例
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• 日本銀行におけるXBRLプロジェクトの目的

日本銀行作成資料より引用

２－７．監督当局における活用例

1．日本銀行にとって1．日本銀行にとって

⇒ 日本銀行内部におけるデータ処理負担の軽減、日本銀行
内ユーザーに対するデータの早期利用開放の実現等による
データの収集・処理効率の改善。

⇒ 日本銀行内部におけるデータ処理負担の軽減、日本銀行
内ユーザーに対するデータの早期利用開放の実現等による
データの収集・処理効率の改善。

2．社会にとって2．社会にとって

⇒ 金融インフラ全体における情報交換効率改善への寄与と、
金融システム高度化の実現 。

⇒ 金融インフラ全体における情報交換効率改善への寄与と、
金融システム高度化の実現 。

⇒ 換言すれば、情報サプライチェーンの効率化の推進 。⇒ 換言すれば、情報サプライチェーンの効率化の推進 。
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• 日本銀行におけるXBRLを用いた報告スキーム

２－７．監督当局における活用例

③XBRLへのデータ変換･
エラーチェック･訂正

⑤ ＸＢＲＬデータの受信

② タクソノミセットの
ダウンロード

金融機関

データ変換ツール

チェック･訂正済みファイル

① タクソノミセットのアップロード

日本銀行

Database データベース

IP-VPN

データの再チェック

タクソノミ設定ツール

Taxo1 Taxo2

･データ精度の向上に
よる事務負荷の削減

･行内ユーザーへの
データの早期リリース

④ XBRLデータの送信

報告に応じてタクソ
ノミを使い分け

タクソノミ・ライブラリ

Taxo2Ta xo3報告別にタクソノ
ミを開発･オンラ
インで配信

･Formula-Linkを
用いたデータの
提出前セルフ
チェック

･報告エラーの
減少による事務
負荷の減少

Excel XBRL

XBRL

チェック･訂正済みファイル

XBRL

日本銀行作成資料より引用
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• XBRLによるエラーチェック機能のイメージ

２－７．監督当局における活用例

▲

▼

第１部 【概説】

１． 【主要な指標などの推移】

(1) 指標

年次 10 11 12 13 14 15 16

年月 1999-03 2000-03 2001-03 2002-03 2003-03 2004-03 2005-03

売上高 10,000,000 20,000,000 3,000,000 40,000,000 50,000 6,000,000 7,000,000

経常利益 555,555 111,111 222,222 33,333 444,444 666,666 777,777

２．【沿革】 XXXXXXXX
XXXXXX 

当期純利益 555,555 △ 111,111 222,222 33,333 △44,444 △ 77,777 666,666

エラー一覧

コメント一覧

売上高－経常利益＞０ 売上高 ひく 経常利益 は ０より大きくなければいけません

四捨五入処理を実施しています

▲

▼

フォーミュラチェック

（クリック）

（式）と（式の日本語表示＜日本語メッセージ＞）を一覧表示

日本銀行作成資料より引用
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諸外国における動向諸外国における動向３．
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３－１．諸外国におけるXBRLの状況

金融庁
東京証券取引所
国税庁
日本銀行

内国歳入庁、統計局(SNZ)、
財務省

ニュージーランド

財務省、金融監督局(APRA)、
統計局(ABS)、証券投資委員
会(ASIC)、国税庁(ATO)

オーストラリア会計・企業規制局(ACRA)
内国歳入庁

シンガポール

証券取引委員会(SEBI)
ボンベイ証券取引所

インド

証券取引委員会(ISA) イスラエル

金融監督院(FSS)韓国

証券監督管理委員会(CSRC)
上海・深セン証券取引所

中国

証券取引委員会(SEC)
連邦預金保険機構(FDIC)

米国

証券監督局(CSA)カナダ

財務省、法務省、商工会議所、
国税関税総局、オランダ中央統計
局(CBS)

オランダ

歳入関税庁(HMRC)
会社登記所

英国

IASCF
欧州銀行監督者委員会(CEBS)

欧州

証券取引委員会(CNMV)
中央銀行

スペイン
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３－２．XBRLのインパクト ②

- “Global Infrastructure”の提供

財務情報等の国際的な流通を円滑化し、企業や投資
家のボーダレスな活動を促進する。

市場の国際化、活性化市場の国際化、活性化
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• 株式・金融市場のグローバル化へ

日本市場日本市場

外国市場外国市場 外国市場外国市場

日本市場での
資金調達

外国市場での
投資

日本市場での
投資

外国市場での
資金調達

３－２．XBRLのインパクト ②
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３－３．米国におけるXBRLの状況

– 2008年12月、米国SECが、上場会社・投資信託・格付機関等の情
報開示へのXBRL導入を決定

◆米国SEC

SEC （参考）金融庁

対象書類 •年次報告書
•四半期報告書
•有価証券届出書

•有価証券報告書
•四半期報告書
•半期報告書
•有価証券届出書

提出方法 •上記報告書の添付として提出 •報告書本体として提出

XBRLの対象情報 •財務諸表本体
•注記/附属明細表
（MD&A等は義務対象外）

•財務諸表本体のみ

2009年6月～ 時価総額50億ドル以上の大会社に適用（US GAAP企業のみ。500社程度）

2010年6月～ 大規模早期提出会社に適用（US GAAP企業のみ）

2011年6月～ IFRS企業を含む全開示会社に適用

＜SEC導入スケジュール＞

＜SEC導入方式＞

IFRSのアドプションを睨んで、どのようにXBRLに対応するかが課題IFRSのアドプションを睨んで、どのようにXBRLに対応するかが課題
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米国SEC 
Webサイトよ

り引用
http://www.se
c.gov/news/p
ress/2008/20
08-179.htm

http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-179.htm
http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-179.htm
http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-179.htm
http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-179.htm
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会計基準関連XBRL関連

– 1999年より国際会計基準（IFRS）に基づくXBRL財務報告の研究を開始

– 2005年にIFRSに基づくタクソノミを開発。その後、毎年のIFRSの改正に
合わせてタクソノミの更新を実施

– IFRS導入国におけるIFRSタクソノミの利用を促進中

– 2007年に有識者による諮問委員会（XAC）及び品質レビューチーム（
XQRT）を創設し、IASCFにおけるXBRL活動を強化

３－４． IFRSベースの財務報告に関するXBRLの動向

◆IASCF（国際会計基準委員会財団）

IASB
(基準審議会)

SAC
(基準勧告委員会)

IFRIC
(解釈指針委員会)

評議会

IASCF

XAC
(諮問委員会)

XQRT
(品質レビューチーム)
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３－５．XBRLの国際的相互運用性の確保に向けて

• 各国が単にXBRLを導入するだけでは、データ形式としての

互換性が十分に確保されず、情報の十分な国際的流通性を
確保できなくなる恐れ。

”Global Infrastructure”としてのXBRLの利益を最大限享

受するために、

XBRLの国際的相互運用性を確保することが重要。
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金融庁

<XBRLの国際的相互運用性に向けた体制>

３－５．XBRLの国際的相互運用性の確保に向けて

XBRL 
International

(XII)
FASB

ASBJ
IASB

会計基準設定主体 XBRL技術設定主体

IASCF XBRL US
EC SEC

2007.10開始

2006.12頃より開始2007.3頃より開始

IFRSへの対応の拡がりIFRSへの対応の拡がり
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３－５．XBRLの国際的相互運用性の確保に向けて

Spec2.1 

FRTA FRIS 
設計等に関する
ベスト・プラクティス

基本仕様

タクソノミ設計各国における
XBRLの設計

各国における
XBRLの作成ルール

システム仕様

インスタンス設計

企業別タクソノミ
作成ガイドライン

勘定科目の取扱い
に関するガイドライン

報告書インスタンス
作成ガイドライン

受理システム（表示変換、検証）

タクソノミの項目
・基本タクソノミの
項目数等標準開示項目

・基本タクソノミの
項目数等

・システムにおける
XBRLデータの処
理方法

・システムにおける
XBRLデータの処
理方法

・企業における
データ作成方法

・企業における
データ作成方法

・各国における
XBRL仕様の適
用方法

・各国における
XBRL仕様の適
用方法

2007年10月より、金融庁、IASCF、SEC、ECによる、
XBRLの国際的相互運用可能な枠組みに向けた検討を開始。

2007年10月より、金融庁、IASCF、SEC、ECによる、
XBRLの国際的相互運用可能な枠組みに向けた検討を開始。

に
よ
る

各
国
に
よ
る
調
整

仕
様
策
定

XII ・外部報告の分野
におけるXBRL仕
様の適用方法

・外部報告の分野
におけるXBRL仕
様の適用方法

・XBRLの基本仕
様

・XBRLの基本仕
様

制度
・XBRLの対象範
囲、データ保証等XBRLの制度

・XBRLの対象範
囲、データ保証等

技術

制度・
仕組み
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① IFRSの内容

② IFRSを適用する場合の言語

③ IFRSの設定におけるデュー・プロセスの確保

④ IFRSの設定やガバナンスへの我が国の関与の強化

⑤ IFRSに対する実務の対応、教育・訓練

⑥ XBRLのIFRSへの対応

① IFRSの内容

② IFRSを適用する場合の言語

③ IFRSの設定におけるデュー・プロセスの確保

④ IFRSの設定やガバナンスへの我が国の関与の強化

⑤ IFRSに対する実務の対応、教育・訓練

⑥ XBRLのIFRSへの対応

我が国の会計関係者が中長期的な展望を共有した上で、IFRSの取扱いを検討す
る必要。その際、IASCFのガバナンス改革の状況や米国をはじめとする国際的な

諸情勢等の状況変化に応じ柔軟な対応が重要

我が国の会計関係者が中長期的な展望を共有した上で、IFRSの取扱いを検討す
る必要。その際、IASCFのガバナンス改革の状況や米国をはじめとする国際的な

諸情勢等の状況変化に応じ柔軟な対応が重要

３－６．我が国におけるIFRSの取扱いについて

「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告) （案） 」
平成21年２月４日 企業会計審議会・企画調整部会

「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告) （案） 」
平成21年２月４日 企業会計審議会・企画調整部会

基本的考え方基本的考え方

ＩＦＲＳ適用に向けた課題ＩＦＲＳ適用に向けた課題
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（１） 任意適用
例えば、２０１０年３月期の年度の財務諸表から、国際的に財務活動を行ってい

る上場企業又は市場において十分周知されている一定規模以上の上場企業等
の連結財務諸表に、任意で適用を認めることが考えられる。ただし、時期・適用対
象企業とも、上記IASCFのガバナンス改革の状況や国際的な諸情勢等を見極め

た上で判断する必要

（２） 将来的な強制適用の是非
強制適用の是非の決定は現時点では行わない。なお、一つの目途として２０１２

年に判断することが考えられるが、上記の諸課題の達成状況やＩＦＲＳの適用状
況等を確認する必要があることから、判断時期は、前後し得る（判断時期は、将
来決定）
仮に強制適用する場合の開始時期は、判断時期から十分な準備期間（少なくとも
３年間）を確保することが考えられる。

（１） 任意適用
例えば、２０１０年３月期の年度の財務諸表から、国際的に財務活動を行ってい

る上場企業又は市場において十分周知されている一定規模以上の上場企業等
の連結財務諸表に、任意で適用を認めることが考えられる。ただし、時期・適用対
象企業とも、上記IASCFのガバナンス改革の状況や国際的な諸情勢等を見極め

た上で判断する必要

（２） 将来的な強制適用の是非
強制適用の是非の決定は現時点では行わない。なお、一つの目途として２０１２

年に判断することが考えられるが、上記の諸課題の達成状況やＩＦＲＳの適用状
況等を確認する必要があることから、判断時期は、前後し得る（判断時期は、将
来決定）
仮に強制適用する場合の開始時期は、判断時期から十分な準備期間（少なくとも
３年間）を確保することが考えられる。

ＩＦＲＳの具体的な適用方法

３－６．我が国におけるIFRSの取扱いについて

ＩＦＲＳの具体的な適用方法
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今後の課題今後の課題４．
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４－１．今後の課題

・ XBRLの企業・投資家における活用促進・ XBRLの企業・投資家における活用促進

・ XBRLの監督当局等での活用・ XBRLの監督当局等での活用

・ XBRL開示のIFRSへの対応・ XBRL開示のIFRSへの対応

・ XBRL対象範囲の拡大・ XBRL対象範囲の拡大
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